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2025 年日本国際博覧会 

「未来社会ショーケース事業／グリーン万博・リユースマッチング事業”ミャク市！” 

大屋根リング「木材」のリユース 2026 年 4 月 17 日期公募」 公募要領 

 

 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会（以下「協会」という。）では、2025 年日本国際博覧

会（以下「万博」という。）の会期中に利活用したパビリオンや施設をはじめ、パビリオン内で使用す

る制作・展示什器、協会内で使用するオフィス什器・備品について、「未来社会ショーケース事業／

グリーン万博・リユースマッチング事業（以下「本事業」という。）」において、これらパビリオンや施設

等のリユースを計画しており、協会からの買受け（以下「有償譲渡」という。）を希望する者（以下「有

償譲渡希望者」という）又は協会からの無償による譲受け（以下「無償譲渡」という。）を希望する者

（以下「無償譲渡希望者」という）を公募します。 

 有償譲渡については、原則として協会が定める出品単価以上で、かつ、最高の単価をもって契約

希望単価を提示した者から順に供給数量に達するまでの譲渡希望者を譲渡相手方として選定しま

す。また、希望単価が同額の場合は、できる限り多くの譲渡相手方を選定するため、「同一順位群

における希望数量に比例した割り当て方式」により選定します（選定方法の詳細は「６．選定の方

法」を参照）。 

 無償譲渡についても、「同一順位群における希望数量に比例した割り当て方式」により選定しま

す。 

 

１．事業名称 

未来社会ショーケース事業／グリーン万博・リユースマッチング事業”ミャク市！” 

大屋根リング「木材」のリユース 2026 年 4 月 17 日期公募 

(1)本事業の趣旨・目的 

 万博においては、SDGs 達成を実現するため、環境や社会への影響を適切に管理し、持続可能

な万博の運営を目指しています。 

 その中で協会では、万博の会期中に利活用したパビリオンや施設をはじめ、万博の会期後に解

体される各施設の建材や設備、パビリオン内で使用する制作・展示什器、協会内で使用するオフィ

ス什器・備品について、これらパビリオンや施設等をリユース品として市場に還元し、廃棄物を最大

限削減すること目的に本事業を実施します。 

 万博の会期後に解体される大屋根リング「木材」について、これまで 4 回の公募で選定された譲

渡先に対し約 3,900m3 の木材を譲渡する予定です。 

 今般、大屋根リング「木材」を活用し記念グッズ等を製作、販売の需要があると判断し、これまで

の公募で出品しなかった柱端材、梁端材を提供できると考え、その有償譲渡希望者を募集します。 

なお、協会の IP（知的財産）〔公式ロゴマーク、公式キャラクター、デザインシステム、呼称等〕を

活用し、ライセンシング（製造・販売）する場合、2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィス（以

下、MLO とする）との契約が必要となることから、MLO と契約済みの方、本件譲渡を受けた後に契

約を予定している方が対象となります。 

 さらに、4 回の公募後、柱材、梁材の追加供給が可能となったため、上記の記念グッズ等を製作、

販売を計画する有償譲渡希望者に加え、リユース品として利活用を計画している有償譲渡希望者

又は無償譲渡希望者を合わせて募集します。 
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なお、出品番号 10（柱端材）および 11（梁端材）につきましては、リユース用途としての利活用を希

望される方が【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース用）により応募いただくことは可能ですが、記念

グッズ等の製作・販売を目的とする応募（【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製作・販売用）による

応募者を優先して選定いたします。 

 本公募の出品物の詳細は、「４．(2)出品物情報の提供」にある通りです。なお、出品物は、破損等

のやむをえない事情により、取下げる（供給量を減少する）場合があります。 

(2)公募期間 

2026 年 4 月 17 日（金）から 2026 年 5 月 14 日（木）正午まで 

(3)選定方法（選定方法の詳細は「６．選定の方法」を参照） 

有償譲渡：原則として協会が定める出品単価以上で、かつ、最高の単価をもって契約希望単価

を提示した者から順に譲渡相手方として選定する。契約希望単価が同額の場合は、

同一順位群において希望数量に比例して割り当てる。 

無償譲渡：同一順位群において希望数量に比例して割り当てる。 

 

２．スケジュール（予定） 

2026 年 4 月 17 日（金）） 公募開始 

 質問受付期間（2026 年 4 月 23 日（木） 17:00 まで） 

2026 年 5 月 14 日（木）正午 公募締切 

2026 年 6 月 有償譲渡及び無償譲渡にかかる契約候補者の決定（予定） 

2026 年 6 月以降 契約締結（予定） 

2026 年 7 月以降 9 月まで 出品物の引渡し（予定） 

 

３．公募参加条件 

 以下の(1)から(2)の要件を全て満たす、次の①から⑤までの者であること。 

①国 

②地方公共団体 

③独立行政法人又は地方独立行政法人 

④その他の公共的団体＊ 

⑤上記①～④以外の者 

＊公共的団体：公共的な活動を営む団体といい得るものであれば足り、法人であるか否かは問いません。 

※ただし、無償譲渡は、上記の①または②に限ります（市町村合併、地域再生等の施策（合併市

町村基本計画に基づくものを含む）に伴う財産処分を行う場合、又は財産処分に係る承認手

続の特例が規定されている法律により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30 年法律第 179 号）第 22 条の承認を受けたものとみなされる財産処分を行う場合に

限ります。）。 

無償譲渡を希望する地方自治体は、上記要件を満たしていることを確認するため、応募時に

「地域再生計画」等を添付すること。 

あわせて、万博資材を活用する事業計画が地域再生計画等のどの施策に該当するかについ

て、該当箇所を赤枠で明示すること。 

また、【様式 2】事業詳細計画の作成にあたっては、地域再生計画等のどの施策の取組として
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必要となるものかを明確にするとともに、万博資材の具体的な活用方法およびその実現に向け

た計画について記載すること。 

(1)次の①から③までのいずれにも該当しない者であること。 

①当該公募に係る契約を履行する能力を有しない者 

②破産手続開始の決定を受けて復権していない者 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項

各号に掲げる者 

(2)経済産業省又は大阪府若しくは大阪市から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じら

れている者でないこと。 

 

４．応募の手続き 

  本公募への応募を希望する者の応募手続き等は、次の通りです。 

「３．公募参加資格」を確認の上、必要書類等を提出してください（応募から契約候補者決定ま

での流れは、本公募要領の最後の「図 1 応募手続きフロー」を参照。）。 

(1)公募要領等の提供 

(a)配布期間 

   2026 年 4 月 17 日（金）から 2026 年 5 月 14 日（木）正午まで 

(b)提供方法 

協会ホームページからダウンロードで提供します（郵送による提供は行いません。）。 

  【URL】アドレス https://www/expo2025.or.jp/news/news-20260417-01/ 

(2)出品物情報の提供 

(a)提供期間 

   2026 年 4 月 17 日（金）から 2026 年 5 月 14 日（木）正午まで 

(b)提供方法 

   協会ホームページで開示します（郵送による提供は行いません。）。 

   ※出品物は、破損等のやむをえない事情により、取下げる場合があります。 

    【URL】アドレス https://www/expo2025.or.jp/news/news-20260417-01/ 

※出品物情報の詳細の提供を希望する場合は、【様式５】仕様書等提供申込書兼守秘義務

誓約書の提出後に電子メールにて開示します。（ただし、出品番号１～８のみ提供となる。） 

  (c) 【様式５】仕様書等提供申込書兼守秘義務誓約書の受付（出品番号１～８のみ） 

受付期間 

2026 年 4 月 17 日（金）から 2026 年 5 月 14 日（木）正午まで 

提出方法 

電子メール（送信先：reuse-koubo@expo2025.or.jp）により提出すること。 

※件名に「【仕様書等提供申込書兼守秘義務誓約書】大屋根リング「木材」のリユース 2026

年 4 月 17 日期公募」と明記し、「【様式５】仕様書等提供申込書兼守秘義務誓約書」に記

入・押印の上、PDF ファイルにより提出すること。 
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(3)応募書類等の提供 

(a)提供期間 

2026 年 4 月 17 日（金）から 2026 年 5 月 14 日（木）正午まで 

(b-1)応募書類等（大屋根リング「木材」リユースを検討される場合） 

【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース用）（Microsoft Excel 形式で提供） 

【様式 2】事業詳細計画書（Microsoft Word 形式で提供） 

(b-2)応募書類等（大屋根リング「木材」記念グッズ等製作、販売を検討される場合） 

【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製作、販売用）（Microsoft Excel 形式で提供） 

(c)提供方法 

協会ホームページからダウンロードで提供します（郵送による提供は行いません。）。 

    【URL】アドレス https://www/expo2025.or.jp/news/news-20260417-01/ 

(4)質問の受付及び回答 

(a)受付期間 

   2026 年 4 月 17 日（金）から 2026 年 4 月 23 日（木）17:00 まで 

    ※質問受付終了後の質問については公募終了までに回答できない場合があります。 

(b)受付方法 

   電子メール（送信先：reuse-koubo@expo2025.or.jp）で受け付けます。 

※「件名」には「【質問】大屋根リング「木材」のリユース 2026 年 4 月 17 日期公募」と明記し、

質問内容を「【様式 3】質問票」に記載して添付してください。 

※口頭、郵送、持参、電話、FAX での質問の問い合わせは不可です。 

(c)回答方法 

回答は、質問到着後、質問毎に個別に行います。 

なお、質問・回答の内容を踏まえて、応募にあたり留意すべき事項である場合は、協会ホーム

ページに掲載します。 

(5)応募の受付 

(a)受付期間 

   2026 年 4 月 17 日（金）から 2026 年 5 月 14 日（木）正午まで 

(b)応募に必要な書類 

   本公募への応募に必要な応募書類は次の通り。 

   （大屋根リング「木材」リユースを検討される場合） 

①「【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース用）」（Microsoft Excel 形式で提供） 

②「【様式 2】事業詳細計画書」 

※無償譲渡を希望する場合は２ページの記載内容を確認の上、「地域再生計画」を添付す

ること 

なお、「【様式 2】事業詳細計画書」の作成に際しては、別添「記載のポイント_事業詳細計

画書（C1_20260417 公募）」の内容に留意して作成するとともに、「【様式 2】事業詳細計画
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書」に記載されている注意事項及び「６．(2) 評価の内容」に留意して作成してください。 

また、有償譲渡及び無償譲渡は、事業詳細計画書が未提出の場合、選定の対象となら

ないことがあります。 

 

（大屋根リング「木材」記念グッズ等製作、販売を検討される場合） 

 【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製作、販売用）（Microsoft Excel 形式で提供） 

(c)「【様式 1-1】【様式 1-2】譲渡希望申出書」の記入等について 

（複数の出品番号への応募について） 

出品番号１～11 のうち、複数の出品番号への応募を可能とする。複数の出品番号の落札候

補者となった際、必要な数量を確保できた場合は、落札候補の辞退（キャンセル）をすることがで

きるものとする。（「【様式６】応募取下げ理由書」の提出による。） 

複数の出品番号への応札は可能とするが、各出品番号の希望数量は、必要量を考慮して記

入すること。 

（記載方法について） 

応募に際しては、「４．(2)出品物情報の提供」に掲載している「出品単価」等を確認の上、「契

約希望単価及び希望数量」を記入すること。 

 

ここで、本公募における「契約希望単価」は次の通り。 

契約希望単価 ＝ 買受希望単価 

また、本公募における無償譲渡及び有償譲渡にかかる最低売却単価は「出品単価」とする。 

なお、「出品単価」は次の通り。 

最低売却単価 ＝ 出品単価 ＝ 本体最低単価 

したがって、本公募における「契約希望単価」は、次のように「出品単価以上の金額」とする。 

契約希望単価 ≧ 出品単価 

※「買受希望単価」については、有償譲渡希望の場合、応募者が大屋根リング木材の有償譲渡

を希望する単価です。また、無償譲渡希望の場合、『0 円』です。 

※「本体最低単価」は、取得単価を基に、摩耗の度合い等を考慮し、協会が算出した単価であ

り、出品物情報の中で提示します。 

なお、無償譲渡希望の場合は『0 円』となります。 

(d)応募書類の提出方法 

応募書類は、電子メールで提出してください。郵送、持参による提出は不可とします。2026 年

5 月 14 日（木）正午までに下記メールアドレスに届いたものを有効とします。 

（宛先）reuse-koubo@expo2025.or.jp 

※「メール件名」には「【応募】大屋根リング「木材」のリユース 2026 年 4 月 17 日期公募」と明

記し、応募書類を PDF データで添付し、送付してください。 
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(e)費用の負担 

   応募に要する経費は、すべて応募者の負担とする。 

(6)応募書類の返却 

応募書類は理由の如何を問わず、返却しない。 

なお、協会は、応募書類を本件に係る事業者選定の審査目的のみに使用し、他の目的には使

用しない。 

(7)応募書類の不備 

  応募書類に不備があった場合には、選定の対象とならないことがある。 

(8)その他重要事項 

(a)応募者は、ひとつの出品番号に対して、ひとつに契約希望単価及び希望数量での応募とす

る。 

(b)出品リストに記載している各出品物の供給数量は予定であり、落札時に選定数量を増減する

可能性がある。 

(c)応募者は、本公募において複数の出品番号に応募することができる。 

(d)有償譲渡及び無償譲渡にかかる契約候補者は、契約希望単価×契約数量の額と同額を契

約金額として契約締結後に協会へ支払うものとする。 

(e)受付期間終了後の応募金額等の必要な情報の修正は認めない。また、受付期間終了後の応

募書類の差し替えは認めない（協会が修正等を求める場合を除く。）。 

(f)応募書類に虚偽の記載をした応募は、本公募への参加資格を失うものとする。 

(g)選定の経過等に関するお問い合わせは不可。 

 

５．説明会 

  実施しない。 

 

６．選定の方法 

(1)選定方法 

有償譲渡は、原則として協会が定める出品単価以上で、かつ、最高の単価をもって契約希望

単価を提示した譲渡希望者を譲渡相手方として選定する。契約希望単価が同額の場合は、同一

順位群において希望数量に比例して割り当てる。 

無償譲渡は、同一順位群において希望数量に比例して割り当てる。 

 

有償譲渡及び無償譲渡にかかる契約候補者の選定は、次の①～②の手順に従って行う。 

①ひとつの出品物に対して複数の有償譲渡又は無償譲渡の希望があった場合は、次の順に

より契約候補者を選定する。 

なお、出品番号 10（柱端材）及び 11（梁端材）については、【様式 1-2】譲渡希望申出書（グ

ッズ製作、販売用）で応募のあった者のうち下記順位の順、続いて【様式 1-1】譲渡希望申

出書（リユース用）で応募のあった者のうち下記順位の順により選定する。 
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【順位１】国、大阪府、大阪市（「３．参加条件」に示した無償譲渡を行う場合に限る。） 

【順位２】国、大阪府、大阪市（上記【順位１】以外の有償譲渡） 

【順位３】地方公共団体（大阪府及び大阪市を除く。また、「３．参加条件」に示した無償譲渡

を行う場合に限る。） 

【順位４】地方公共団体（大阪府及び大阪市を除く。また、上記【順位３】以外の有償譲渡） 

【順位５】独立行政法人又は地方独立行政法人 

【順位６】その他の公共的団体 

【順位７】上記【順位１】～【順位６】以外の者 

②上記①の同一の順位に該当する複数の応募者があった場合の契約候補者の選定方法

は、p.13、14 を参照してください。 

③公募終了後、落札候補者となった者に落札候補となった出品番号・数量を通知し、キャンセ

ルの有無を照会します。 

※最後の順位の契約候補者の希望数量が、上位の契約候補者の契約数量と合算して供給

数量を超えるとき（希望数量＞供給数量）は、その超える数量については無効となり、供給

可能な数量のみの契約候補者となります。 

※希望数量の合計が供給数量に満たない出品物（出品番号）がある場合（希望数量＜供給数

量）、その不落分を希望数量が供給数量を上回る（希望数量＞供給数量）他の出品物の供

給数量に加え契約候補者の選定を行う場合がある。なお、この場合の選定は、キャンセル

の有無を照会する際に行う。 

   ※解体工程での破損等により供給数量が減少した場合は、一部落札者に木材を供給できな

い可能性がある 

    

(2)評価の内容 

 本公募においては、【様式 2】事業詳細計画書（リユース用）の記載内容に基づく評価を譲渡相手

方の選定には使用しない。ただし、「【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース用）」提出の場合は、表

１に示す評価の内容を参考に、事業詳細計画書を作成いただきたい。 

 また、大屋根リング「木材」記念グッズ等製作、販売を検討される場合は、【様式 1-2】譲渡希望申

出書（グッズ製作、販売用）に、計画している記念グッズ等製作、販売の概要を記載いただきたい。 

 

表 1 事業詳細計画書の評価の内容 

評価項目 
応募者 

区分 1） 

必須 

項目 2) 
評価内容 

配点 

(満点) 

計画の 

目的・内容 

①～⑤ 
〇 大阪・関西万博の理念に沿った計画となっているか。 6 点 

〇 リユースを目的とした計画となっているか。 6 点 

①～④  公共の用に供する計画になっているか。 10 点 

⑤  広く不特定多数人の利用が可能な計画になっているか。 10 点 

①～⑤  
循環経済（サーキュラーエコノミー）の普及促進に資する計

画であるか。  
10 点 
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移設計画 ①～⑤ 

〇 移設計画を作成しているか。 6 点 

 移設が可能な資金計画になっているか。 5 点 

 移設が可能な体制計画になっているか。 5 点 

 移設が可能なスケジュール・行程計画になっているか。  5 点 

維持管理 

計画 
①～⑤ 

〇 維持管理計画を作成されているか。 6 点 

 維持管理が可能な資金計画になっているか。 5 点 

 維持管理が可能な体制計画になっているか。 5 点 

 維持管理が可能なスケジュール・行程計画になっているか。 5 点 

レガシー 

継承計画 
①～⑤ 

〇 レガシー継承計画が作成されているか 6 点 

 
移設後においても、大阪・関西万博の資材であったことが象

徴される工夫が施されている計画になっているか。 
10 点 

 
移設後においても、原形を留めた状態で利活用する計画に

なっているか。 
10 点 

合計 ※合計は応募者区分①～⑤の各区分ともに 100 点満点となる 100 点 

注 

1) ①国、②地方公共団体、③独立行政法人又は地方独立行政法人、④その他の公共的団体、 

⑤上記①～④以外の者 

2) 「必須項目」の記載が十分ではない場合、選定の対象とならないことがある。 

(3)契約候補者の決定 

(a)協会で契約候補者を選定した後、事務手続きを行い、契約候補者を決定する。 

(b)契約候補者が公募参加条件を有しないことを確認した場合、または契約候補者が公募の該

当応募について「【様式６】応募取下げ理由書」を提出した場合は、その者の該当する応募を

無効とし、選定対象から除外する。この場合、 (1)の方法により選定した次順位の者を新たに

契約候補者とし、(a)の手続きを行う。以後、契約候補者が決定するまで同様の手続きを繰り

返す。 

(4)応募の結果 

(a)契約候補者が決定した後、選定結果は全ての応募者に通知する。 

(b)選定過程の透明性を確保する観点から、以下の項目を協会ホームページにおいて公表する

場合がある。 

①出品物 

②上記①出品物の契約候補者の名称（ただし、契約候補者が個人の場合、契約候補者の名

称は「個人」とする。） 

(5)選定対象からの除外（失格事由） 

  次のいずれかに該当した場合は、選定の対象から除外する。 

①協会及び本公募の選定にかかわる関係者に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求

めること。 

②他の応募者と応募した内容又はその意思について相談を行うこと。 

③選定終了までの間に、他の応募者に対して応募書類の内容を意図的に開示すること。 

④応募書類に虚偽の記載を行うこと。 
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⑤その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

(6)契約交渉時の資格審査必要書類の提出 

  契約候補者は、契約候補者の決定の通知の後、以下の書類を提出すること。 

【契約候補者の決定の通知の後に必要な書類（契約候補者のみ提出）】 

【様式 4】暴力団排除条例に基づく誓約書（Microsoft Word 形式で提供：原本１部） 

 

７．契約手続きについて 

(1)契約交渉の相手方（契約候補者）に決定された者と協会との間で協議を行い、「契約書（案）」に

基づき契約を締結する。 

  なお、契約金額は次の通り。 

   契約金額 ＝ 契約希望単価 × 契約数量 

(2)契約金額の支払いについては、契約締結後に契約金を協会へ支払わなくてはならない。具体的

な支払期限、支払先（口座）は改めて協会から通知する。 

(3)契約締結に際し、大阪府暴力団排除条例第 11 条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接

関係者でない旨の誓約書を提出すること。誓約書を提出しない時は、協会は契約を締結しない。 

 

８．その他 

(1)本公募の応募にあたっては、本公募要領等を熟読し遵守すること。 

(2)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号。以下「独

占禁止法」という。）及び刑法（明治四十年法律第四十五号）等を遵守すること。 

(3)本公募に係る応募手続きについて協会と参加者との間で用いる言語は、日本語とする。 

(4)本公募において、有償譲渡又は無償譲渡した出品物について、協会は、出品物のリユース状況

等の調査を行うことがあるので協力すること。 

(5)出品物のリユースにかかる輸送については契約者にて手配すること。 

(6)契約締結後の自己都合による契約変更・契約解除（キャンセル）については、協会が負担したリ

ユース解体費用等の費用を請求する場合がある。 

(7)譲渡後の利活用において、協会 IP を付す場合(万博公式キャラクターや公式ロゴマークのみな

らず名称や略称等含め)、ライセンス契約(ロイヤリティ支払い)が必要となります。特に、大屋根リ

ング「木材」記念グッズ等製作、販売を検討される場合は、ライセンス契約が必須となります。ま

た、【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製作、販売用）（落札したものに限る）は、円滑にライセン

ス契約等の手続きを進めるため MLO と共有します。 

 

(8)大屋根リング「木材」は、接着剤（メラミン樹脂・イソ系・ウレタン）を使用した集成材であるため、

加工の際の歩留まりを考慮する必要があります。記念グッズ等製作、販売を検討される場合

は、特にご注意ください。 

 

  



10 

ＦＡＱ 

Q1 大屋根リング「木材」を活用し記念グッズ

等を製作、販売の需要があると判断した理由

は？ 

A1 2025 大阪・関西万博公式 Web サイトの問

い合わせフォームを通じて、大屋根リング木材

の端材が欲しい、記念グッズを販売してほしい

というご要望を多数いただいているためです。 

Q2 記念グッズ等製作・販売の希望、リユース

品としての利活用希望をどのように分けるの

か？ 

A2 記念グッズ等製作・販売を希望される場合

は【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製作、

販売用）、リユース品としての利活用希望の場

合は【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース用）

を提出いただくことで分類します。 

Q3 なぜ、【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユー

ス用）と【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製

作、販売用）で応札を分けるのか？ 

A3 記念グッズ等製作・販売される場合は、

2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィ

ス（MLO）との契約が必要です。MLO と契約

済、もしくは本件公募後に契約を予定している

申出者様には【様式 1-2】により応札いただ

き、この後のライセンス契約手続き等を円滑に

進めたいと考えています。 

Q4 出品番号 10「柱端材」、出品番号 11「梁端

材」は、なぜ、長さが未定なのか？ 

A4 これまでの公募で出品対象としなかった柱

や梁から、記念グッズ等製作の資材として比

較的短い木材を可能な範囲で供給しようと考

えており、公募時点で長さを明示することがで

きません。 

Q5 出品番号 10「柱端材」、出品番号 11「梁端

材」は、応札量が「m3」単位であるが、落札後、

どのように木材を供給していくのか？ 

A5 ご計画されている記念グッズ等のサイズに

より、必要とされる供給木材のサイズが変わる

と考えています。落札順位の高い譲渡先から、

どの程度の長さの木材で供給するか相談させ

ていただきます。 

Q6 【様式 1-1】、【様式 1-2】において、出品番

号 10「柱端材」、出品番号 11「梁端材」の希望

数量の最小値を 0.3m3 としている理由は？ 

A6 出品番号 10「柱端材」について、リユース

解体工事で取り出される長さは未定ですが、

最短で 1.6m と想定しています。0.42(m)×

0.42(m)×1.6(m)=0.28(m3)となります。また、出

品番号 11「梁端材」の取り出し長さは最短で

6.3m と想定しており、0.42(m)×0.21(m)×

6.3(m) =0.56(m3)となります。これを 1/2 に切断

することを想定し、出品番号 10「柱端材」、出

品番号 11「梁端材」の希望数量の最小値を

0.3m3 としています。 

Q7 出品番号 10「柱端材」、出品番号 11「梁端

材」の落札選定において、【様式 1-2】譲渡希

望申出書（グッズ製作、販売用）を提出した応

札者が優先される理由は？ 

A7 上記に記載した通り、出品番号 10、11 で

供給できる木材の長さが未定です。リユース品

として利活用の場合、事前に木材の長さ情報

が必要と考えます。したがいまして、記念グッ
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ズ等製作・販売希望を優先します。なお、リユ

ース品として利活用をお考えの場合は、【様式

1-1】譲渡希望申出書（リユース用）での応札を

優先してご検討ください。 

Q8 リユース品として利活用を考えている場合

も、出品番号 10「柱端材」、出品番号 11「梁端

材」に応札して構わないか？ 

A8 【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース用）

で応札されることは問題ありません。ただし、

選定においては、【様式 1-2】譲渡希望申出書

（グッズ製作、販売用）による応札が優先され

ることはご承知おきください。 

Q9 各出品物の供給数量は予定であり、落札

時に選定数量を増減する可能性があるのはな

ぜか？ 

A9 各出品物の供給数量は、リユース解体工

程の状況により、木材の破損、想定とおりの量

を供給できず、減少する可能性があります。ま

た、想定よりも木材の破損などが少なく、供給

水量が増加する可能性があります。予定して

いる最終の公募であることから、取り出せた木

材を可能な限り供給したいと考えています。 

Q10 【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製

作、販売用）で、出品番号１～９に応札して構

わないか？ 

A10 問題ありません。出品番号１～９につい

ては、【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース

用）、【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製

作、販売用）での応札の両方から、譲渡先を選

定いたします。 

Q11 【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製

作、販売用）による、出品番号 10「柱端材」、出

品番号 11「梁端材」の応札量が、出品量に満

たない場合はどうするのか？ 

A11 【様式 1-1】譲渡希望申出書（リユース用）

により、出品番号 10「柱端材」、出品番号 11

「梁端材」を応札された方への選定に移行しま

す。 

Q12 地方公共団体が、【様式 1-2】譲渡希望

申出書（グッズ製作、販売用）で出品番号 10

「柱端材」、出品番号 11「梁端材」に応募（記念

グッズ等製作・販売を希望）する場合も、有償

譲渡のみなのか？ 

A12 地方公共団体による利活用が無償譲渡

になるのは、地域再生等の施策に伴う財産処

分を行う場合のみです。「販売」は「地域再生

等の施策」に該当しないため、地方公共団体

が【様式 1-2】譲渡希望申出書（グッズ製作、

販売用）による応札をされる場合も、有償譲渡

のみとします。 

Q13 無償譲渡の場合でも輸送費用は必要と

のことだが、運搬・加工については、特定の団

体に依頼する必要があるか？また、その費用

について確認したい。 

A13 運搬・加工については特定の団体への依

頼指定は無いため、譲受者で取扱いができる

事業者をご選定ください。なお、運搬・加工の

費用についても譲受者よりご確認いただきま

すようお願いします。 

Q14 リユース材の保管場所並びに保管方法

（どのように置かれているか）について具体的

に教えて欲しい。 

A14 会場内の仮保管ヤード（屋外）において、

桟木等を活用し、また、ブルーシートで雨除け

して保管します。 
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Q15 リユース材保管場所において、運送車両

に積載する際、使用可能な重機を教えてほし

い（レッカー、フォークリフト等）。 

また、その重機は、譲受者が用意するのかどう

かについても教えて欲しい。 

A15 協会がフォークリフトを用意し、譲受者が

用意するトレーラー等に積込を行いますので、

車上渡しとなります。 

Q16 引き渡される大屋根リング木材の柱の基

礎部分はどのような状態で引き渡されるのか。 

（大屋根リング基礎部分には鉄筋等で固定さ

れていると理解。） 

A16 柱脚部分に金物等が残らないよう、GL よ

り上部（金物等の手前）で切断します。 

なお、現場での切断となるため、切断面は粗面

となります。 

Q17 柱の場合、梁との接合部はどのような形

状で、長さに対してどのようなピッチなのか。詳

細な図面等をご提示いただきたい。 

A17 【様式５】仕様書等提供申込書兼守秘義

務誓約書を提出いただければ、出品物情報

（出品番号１～８のみ）の詳細を提供させてい

ただきます。 

Q18 出品物情報の詳細を提供できるのは、な

ぜ、出品番号１～８までなのか？ 

A18 出品番号９～11 については公募時点に

おいて採取箇所及び取り出し形状が確定して

いないため、詳細な図面等をご用意することが

できません。ご了承ください。 

Q19 「出品情報リスト」に記載の柱、梁は、 

”杉”などの樹種が記載されているが、単材で

はなく、集成材という理解でよいか。 

A19 お見込みのとおりです。 

Q20 建築基準法等に基づく規制対応のため、

JAS、不燃、F☆☆☆☆など、認証をとっている

か、とった部材を再加工した場合の JAS の規

定上の扱いを教えていただきたい。 

A20 JAS 規定に基づき製造された部材を使用

しています。 

（※大屋根リング新築時に JAS 規定の部材と

して製作された部材ですが、再利用時に再加

工された場合、JAS の規定から外れることとな

ります。） 

・不燃 → 不燃対策はしておりません。 

・ホルムアルデヒド → F☆☆☆☆などの認証

は取得しておりません。 

Q21 積み込みにあたっては、パレットを想定し

ているのか、クレーンを想定しているのか、教

えていただきたい。（輸送に使う大型トラックの

仕様（荷台がオープンなのか、箱型ウィングオ

ープンなのか等に影響あるため。） 

A21 大型のフォークリフトで積み込みます。 

Q22 出品物が長大であり、輸送コスト軽減の

ために必要な場合、引き渡し時期までに引き

渡し現場において譲受者が木材をトラックやト

レーラー等に効率的に積載できるサイズにカッ

トすることは可能か。または協会側であらかじ

め半分程度にカットした状態で譲渡してもらうこ

とは可能か。 

A22 出品番号１の木材は全長 9.3m 程度で、１

本の引き取りにも関わらず、10ｔトレーラーを用

意する必要がある場合など、輸送コスト軽減の

ために必要と協会が認める場合のみ、リユー

ス材の切断に応じます。 
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また、出品番号 10「柱端材」、出品番号 11「梁

端材」については、どの程度の長さの木材で供

給するか相談させていただきます。 

 

同一順位群において希望数量に比例しての割り当てに事例を下に示す。 

① 出品数に比して無償譲渡の希望本数が多い場合 

 応札者は、a～e の 5 者とする。ただし、a は、これまで実施した「大屋根リング木材譲渡にか

かる 2025 年 6 月 4 日期公募」、「大屋根リング木材譲渡にかかる 2025 年 7 月 31 日期公

募」、「大屋根リング木材譲渡にかかる 2025 年 10 月 17 日期公募」、「大屋根リング木材譲渡

にかかる 2026 年 1 月 15 日期公募」で合計 500 本以上の落札候補者となっている者に該当

する。 

 b, c, d, e の希望品数合計は 33 本で出品量（20 本）よりも多い。 

 b, c, d, e の各希望本数に比例して、出品量 20 本を配分する（配分本数は下表のとおり）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②出品数に比して無償譲渡の希望本数が少ない場合 

 応札者は、a～e の 5 者とする。ただし、a は、これまで実施した「大屋根リング木材譲渡にか

かる 2025 年 6 月 4 日期公募」、「大屋根リング木材譲渡にかかる 2025 年 7 月 31 日期公

募」、「大屋根リング木材譲渡にかかる 2025 年 10 月 17 日期公募」、「大屋根リング木材譲渡

にかかる 2026 年 1 月 15 日期公募」で合計 500 本以上の落札候補者となっている者に該当

する。 

 b, c, d, e の希望品数合計は 68 本で出品量（100 本）よりも少ない。 

 b, c, d, e には、各希望本数をそのまま配分する。残り本数（32 本）は、a に配分する。 

a を各順位群において希望数量に比例したて割り当ての対象外としたが、その後にのこった本数を

a に割り当てる 

  

出品数 20本

希望数量 53本

算定対象
数量

33本

応札者 希望数量 確定

a 20 0

b 15 9

c 10 6

d 5 3

e 3 2
  3×(20/33)=1.82 → 1本
  余り1本を加算

【柱A】

 15×(20/33)=9.09 → 9本

割り当てなし

 10×(20/33)=6.06 → 6本

  5×(20/33)=3.03 → 3本

希望数量に比例した割り当て算定

　第１期、２期公募のルールでは、
希望数量が最も多い「応札者1」が20
本全量を獲得。
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出品数 100本

希望数量 168本

算定対象
数量

68本

応札者 希望数量 確定

a 100 32

b 50 50

c 10 10

d 5 5

e 3 3

【梁E】

希望数量に比例した割り当て算定

b～e割り当て後の残り

選定対象数量が出品数未満のた
め、全量割り当て

　第１期、２期公募のルールでは、
希望数量が最も多い「応札者1」が
100本全量を獲得。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キャンセルの有無照会の具体例を以下に示す。 

 

 出品数（供給数量）に達するまで、落選順位の上位者から希望数量を配分する。 

 当該出品物の出品数（供給数量）が上限に達した場合、他の出品物で余りが発生している場

合は、それを加えて、希望数量の配分を継続する。 
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大屋根リングのリユース部材についての留意事項 

 

今回（第５回ミャク市）のリユース部材は、傷や割れ等が比較的大きいもの、いわゆる「Ｂ級品」も一

部出品しています。なお、リユース部材の需要家への割り当てはランダムに行いますので予めご了

承下さい。 

 

（共通） 

・図面に記載の寸法は、原則として、新築工事における納品時の寸法を示しており、リユース部材

の提供時には、使用時・解体時の外力などに伴う変形等により、納品時の寸法と異なる可能性が

あります。また、柱の上下端部、梁の両端部は、現場で切断するため粗面になるとともに、切断誤

差（記載の寸法より長い場合がほとんどですが、逆に短い場合もあります）が生じます。こうしたこ

とから、図面に記載の寸法等の情報は全て参考値とします。 

・リユース部材には、図面に記載のないビス・ボルト孔、製作・加工時の補修跡、補修されていない

節、案内サイン・ペイントなどが存在します。 

・リユース部材には、施工時・使用時・解体時に発生した傷・汚れ・染み・凹み・日焼け・変色・割れ・

めくれ・落書きなどが存在します。 

・リユース部材に打ち込んでいるビスやボルトなどの金物等のうち、撤去可能と想定しているものは

一部撤去しますが、現場作業の結果、撤去困難となったものは残置します。 

・リユース部材に残置する金物等には、錆などが存在する場合があります。 

・製作時に塗布された保護塗料については、使用時や解体工事時等に、剥がれや劣化などが生じ

ている場合があります。 

・リユース部材の耐久性については、木材の使用環境やリユース部材の状況等に応じて、購入者

側で判断してください。リユース部材の提供側では保証致しかねます。 

・リユース部材を取り出す際に著しい破損等が生じた場合は提供できませんので、落札数量から減

少して供給する可能性があります。 

・大屋根リングの解体工事の進捗状況をはじめとした想定できない事象により、当初予定していた

リユース部材の提供時期が前後する場合があります。 

・リユース部材の返品や交換は原則として対応致しかねますので、リユース部材の特徴を十分にご

理解いただいた上で、入札へご参加下さい。 

 

（柱・梁） 

・柱および梁には、面取り（角部分の加工）を施しています。 

・105×420 の梁を２つ合わせた「合わせ梁」（２材合わせ）については、梁の内側の組み立て面など

の表面からは確認できない部分に、傷・汚れ・染み・凹み・変色・割れ・めくれ、施工時のケガキや

ターゲットシールなどが存在する場合があります。 
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図 1 応募手続きフロー 

１       公 募 開 始      １ 

↓ 

１公募要領、応募書類の提供１ 

↓ 

１      質問の受付及び回答    １ 

↓ 

１        応募の受付       １ 

↓ 

１                         応募の締切                         １ 

          ↓                               ↓ 

 １  無償譲渡希望者  １                    有償譲渡希望者             

          ↓                               ↓ 

  事業詳細計画書の評価   事業詳細計画書の必須項目の確認、契約希望単価・数量の確認 

          ↓                               ↓ 

          同単価及び同数量の場合、希望数量に比例した割り当て 

          ↓                               ↓ 

１             財産処分委員会で契約候補者を選定             １ 

↓ 

１             事務手続きの後、契約候補者を決定             １ 

↓ 

１       契約候補者へ通知、契約の締結、契約金の納付       １ 

↓ 

1     解体工事の後、契約した大屋根リング木材の引き渡し     1 

↓ 

１  終 了  １ 

 

 

 

以上 

 


